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令和５年度 ５月期区長会報告 

日 時 ５月８日（月） １３：００～１３：４５ 

場 所 古賀市役所第２庁舎５階５０１・５０２・５０３会議室 

参加者 行政区長４４名 

市 市長、智原課長、大江係長、有田業務主査、力丸 

欠席者 今在家区長、谷山区長 

１．会長挨拶 

   本日は視察研修に行くため速やかな議事進行にご協力願う。 

 

２．市長挨拶 

   ５月８日よりコロナが５類へ移行した。これに伴い作成した市長メッセージを後ほどお配りする 

のでご一読願う。 

これから大雨の季節を迎え災害の発生も危惧される。情報発信のひとつとして防災無線を活用し 

ているが、聞き取りづらい地域もあるので、積極的に情報を取りに行ってほしい。 

なお、古賀市公式ラインでも災害に加え様々な情報を発信しているので登録願う。 

 また、本日からの視察研修に同行する。 

 

３．報告事項 

担当課から説明あり 

①会員加入のご協力のお願いについて          報告者：古賀市社会福祉協議会  

   竹村会長、秋山氏より、会員加入の推進のお願い。また、会費はすべて地域福祉の活動に活用し

ていることについて説明。詳細は別紙のとおり。 

 

  ②令和５年新型コロナワクチン「春開始接種」のご案内について  報告者：健康介護課 

   新型コロナウイルスのワクチン接種が令和５年度まで延長されたことに伴う８月までの予防接種

に関する案内。詳細は別紙のとおり。 

 

③令和５年度ヘルス・ステーションに関する書類について     報告者：健康介護課 

   地域のみなさまが主体となり取り組んでいただいているヘルス・ステーションに関する説明。 

詳細は別紙のとおり。 

 

  ④分別収集困りごと講座について                 報告者：環境課 

   分別収集の困りごとに関する講座を開催。参加希望者は申込願う。 

 

⑤古賀市コミュニティ活動災害補償制度について（ご案内）     報告者：まちづくり推進課 

   自治会などの市民団体等が行うコミュニティ活動中に発生した事故に係る補償について説明。 

   詳細は別紙のとおり。 
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⑥古賀市委嘱事務に係る災害補償制度について（ご案内）      報告者：まちづくり推進課 

行政区長、分館長、分館主事の方が委嘱事務中に発生した事故に関する補償について説明。 

詳細は別紙のとおり。 

 

⑦古賀市まちづくり出前講座について（ご案内）         報告者：まちづくり推進課 

令和５年度の古賀市まちづくり出前講座について案内。また、民間企業が実施する出前講座につ

いても併せて案内。詳細は別紙のとおり。 

 

  ⑧古賀市地域づくりサポート制度について           報告者：まちづくり推進課 

地域での話し合いの場へ専門家を派遣する制度を令和４年度に引き続き実施。 

詳細は別紙のとおり。 

 

⑨アンケート調査について                  報告者：まちづくり推進課 

   自治会の広報活動、防犯灯などについてアンケートを実施。詳細は別紙のとおり。 

 

 

担当課から説明なし 

①令和５年度古賀市健康づくり推進員養成講座の開催について(ご案内)  担当課：健康介護課 

 

②令和５年度古賀市ヘルスメイト養成講座の開催について(ご案内)    担当課：健康介護課 

 

③令和５年度福岡県自主防災組織・女性防火クラブ等リーダー研修会の開催について（案内） 

担当課：総務課 

 

 

４．決議事項 

①令和５年度古賀市行政区長会の事業計画・予算（案）について  報告者：古賀市行政区長会 

   令和５年度の事業計画及び収支予算について説明。賛成多数で承認。 

   詳細は別紙のとおり。 

 

 

５．視察研修について 

視察研修の流れについて説明。詳細は別紙のとおり。 

 

６．その他 

〇行政区長会選出委員について 

 ４月に選出いただいた委員について報告。詳細は別紙のとおり。 
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  〇６月の文書配布について 

    資料のとおり。 

 

 

〇次回区長会について                       

  ６月８日（木）市役所５０１・５０２・５０３会議室にて開催する。 

  当日は、１４時～自主防災組織全体協議会、１５時～定例区長会となる。 

 

〇令和５年度自治会統合型交付金の申請について 

  ５月３１日（水）が提出期限となっているので提出願う。 

 

〇メールアドレスの登録について 

  まちづくり推進課からの各種案内をメールで希望される区長はメールアドレスの登録を願う。 

    登録方法は別紙のとおり。 

 

 


